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みずほダイレクトアプリ利
用規定 

 

第 2条 サービス内容 

 

 

 

 

 

 

3．バックアップ・復元サ
ービス  
  
（2）一部の高機能携帯電

話端末では、バックア
ップ・復元サービスを
利用することができま
せん。 

3．バックアップ・復元サ
ービス  
 
（2）一部の高機能携帯電 

話端末では、バックア 
ップ・復元サービスを 
利用することができま 
せん。また、高機能携 
帯電話端末の状況等に 
より、バックアップ・ 
復元を利用いただけな 
い場合があります。 

 

第 2条 サービス内容 

 

規定なし ４. 外国送金 
 
本アプリをインストール 
した高機能携帯電話端末 
を通じ、高機能携帯電話 
端末の操作に適した形式 
でお客さまから外国送金 
取引の依頼を受け付ける 
ものです。 

なし（規定最後尾） （2023年 2月 2日現在） （2023年 8月 23日現
在） 

 


